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規規 則則

宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 三 十 四 号

宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 四 十 年 宮 崎 県 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 七 号 の 四 中 「 １ 、 ２ 、 ３ 及 び ４ 」 を 「 ３

か ら ６ ま で 」 に 、 「 ９ 、 、 及 び 」 を 「 か ら ま で 」 に 改 め 、10 11 12 11 14

を と し 、 を と し 、 を と し 、 ９ を と し 、 ８ を と し 、12 14 11 13 10 12 11 10

７ を ９ と し 、 ６ を ８ と し 、 ５ を ７ と し 、 ４ を ６ と し 、 ３ を ５ と し 、

２ を ４ と し 、 １ を ３ と し 、 ３ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

１ 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 及 び 質 問 に 関 す る

こ と 。

２ 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 及 び 質 問 に 関 す る

こ と 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 二 十 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 十 一 削 除

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 二 十 八 号 ２ 中 「 （ 建 築 主 事 事 務 処 理 規 程

（ 昭 和 五 十 九 年 宮 崎 県 告 示 第 三 百 二 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す

る 地 区 建 築 主 事 が 所 管 す る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 り 、 同 号 ５ 、 ７ 、

９ 及 び 中 「 （ 建 築 主 事 事 務 処 理 規 程 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 区10

建 築 主 事 が 所 管 す る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 三 十 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 一 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 法 施 行 令 （ 平 成 十 九

年 政 令 第 三 十 号 ） 第 七 条 第 一 項 第 三 号 イ 及 び ロ の 規 定 に よ

る 審 査 に 関 す る こ と 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 三 十 五 号 、 及 び 中 「 （ 建 築 主 事 事14 15 18

務 処 理 規 程 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 区 建 築 主 事 が 所 管 す る も の に

限 る 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 号 の 二 ２ 中 「 土 木 部 」 を 「 県 土 整 備

部 」 に 改 め 、 同 号 ３ 及 び ４ 中 「 林 務 部 」 を 「 環 境 森 林 部 」 に 改 め る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 二 号 の 三 中 「 第 四 十 八 条 第 一 項 」 を

「 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 二 号 の 四 中 「 第 六 十 四 条 」 を 「 第55

六 十 六 条 」 に 改 め 、 同 号 中 「 第 六 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 七 条56

第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 中 「 第 六 十 六 条 」 を 「 第 六 十 八 条 」 に 改 め 、57

同 号 中 「 第 六 十 七 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同58

号 中 「 第 六 十 七 条 第 二 項 」 を 「 第 六 十 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 号59
中 「 第 六 十 八 条 第 一 項 」 を 「 第 七 十 条 第 一 項 」 に 改 め る 。60

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 二 号 の 五 ８ 中 「 第 四 十 四 条 第 二 項 」

を 「 第 四 十 五 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 四 号 ６ 、 ７ 、 ９ 及 び 中 「 （ 建 築 主11

事 事 務 処 理 規 程 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 区 建 築 主 事 が 所 管 す る も

の に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 四 号 の 二 ７ 中 「 （ 建 築 物 に あ つ て は 、

建 築 主 事 事 務 処 理 規 程 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 区 建 築 主 事 が 所 管

す る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 七 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

９ 第 六 十 八 条 の 六 十 九 第 三 項 第 五 号 イ に 規 定 す る 優 良 な

宅 地 の 供 給 に 寄 与 す る も の で あ る こ と の 認 定 に 関 す る こ

と 。
第 六 十 八 条 の 六 十 九 第 三 項 第 六 号 に 規 定 す る 優 良 な 住10

宅 の 供 給 に 寄 与 す る も の で あ る こ と の 認 定 に 関 す る こ と 。

別 表 福 祉 事 務 所 長 の 項 第 九 号 中 「 １ 、 ２ 、 ３ 及 び ４ 」 を 「 ３ か ら

６ ま で 」 に 、 「 ９ 、 、 及 び 」 を 「 か ら ま で 」 に 改 め 、10 11 12 11 14 12

を と し 、 を と し 、 を と し 、 ９ を と し 、 ８ を と し 、 ７14 11 13 10 12 11 10

を ９ と し 、 ６ を ８ と し 、 ５ を ７ と し 、 ４ を ６ と し 、 ３ を ５ と し 、 ２

を ４ と し 、 １ を ３ と し 、 ３ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

１ 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 及 び 質 問 に 関 す る

こ と 。

２ 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 及 び 質 問 に 関 す る

こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 一 号 ４ 中 「 療 養 病 床 」 を 「 病 床 」 に 改 め る 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 一 号 の 二 中 ７ を ８ と し 、 ６ を ７ と し 、 ５ を ６

と し 、 ４ を ５ と し 、 ３ を ４ と し 、 同 号 ２ 中 「 療 養 病 床 」 を 「 病 床 」

に 改 め 、 同 号 中 ２ を ３ と し 、 １ を ２ と し 、 ２ の 前 に 次 の よ う に 加 え

る 。
１ 第 三 条 の 二 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 二 号 ４ 、 第 十 五 号 ３ 、 第 十 六 号 ３ 、 第 十 七 号

４ 、 第 十 九 号 ５ 、 第 二 十 二 号 ５ 及 び 第 二 十 三 号 ６ 中 「 当 該 吏 員 」 を

「 当 該 職 員 」 に 改 め る 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 削 除

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 １ 中 「 同 条 第 四 項 」 を 「 同 条 第 六 項 」

に 改 め 、 同 号 中 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、49 61 48 60 47 59 46 58

の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。58

規規 則則
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第 四 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 説 明 及 び 意 見 を 述 べ る57
機 会 の 付 与 並 び に そ の 通 知 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 中 を と し 、 を と し 、 を45 56 44 55 43 54

と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 の 前 に 次 の よ う に42 53 41 52 40 51 51

加 え る 。
第 三 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す48

る こ と 。

第 三 十 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 協 議 会 の 意 見 の 聴49
取 に 関 す る こ と 。

第 三 十 八 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 指 導 に 関 す る こ と 。50
別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 中 を と し 、 を と し 、 を39 47 38 46 37 45

と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を36 44 35 43 34 42 33 41 32 40

と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を31 39 30 38 29 37 28 36 27 35

と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 の 前 に 次 の よ う に26 34 25 33 24 32 32

加 え る 。
第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 （ 第 二 十 六 条 及 び 第 四 十 九 条 の30

二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 苦 情 の

聴 取 に 関 す る こ と 。

第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 （ 第 二 十 六 条 及 び 第 四 十 九 条 の31
二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 苦 情 の

申 出 の 処 理 及 び 通 知 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 中 を と し 、 を と し 、 を23 29 22 28 21 27

と し 、 を と し 、 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。20 26 26

第 二 十 条 第 六 項 （ 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を25
含 む 。 ） の 規 定 に よ る 説 明 及 び 意 見 を 述 べ る 機 会 の 付 与

並 び に そ の 通 知 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 中 を と し 、 を と し 、 を19 24 18 23 17 22

と し 、 を と し 、 を と し 、 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。16 21 15 20 20

第 十 九 条 第 七 項 （ 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を19
含 む 。 ） の 規 定 に よ る 報 告 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 中 「 第 十 九 条 第 四 項 」 を 「 第 十 九14

条 第 五 項 」 に 改 め 、 同 号 中 を と し 、 同 号 中 「 第 十 九 条 第 二 項 」14 18 13

を 「 第 十 九 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 号 中 を と し 、 の 前 に 次 の よ13 17 17

う に 加 え る 。
第 十 九 条 第 二 項 （ 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を16

含 む 。 ） の 規 定 に よ る 勧 告 の 説 明 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 中 を と し 、 の 前 に 次 の よ う に12 15 15

加 え る 。
第 十 八 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 協 議 会 の 意 見 の 聴 取 に 関13

す る こ と 。

第 十 八 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 関 す る こ と 。14
別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 中 を と し 、 を と し 、 ９ を11 12 10 11 10

と し 、 ８ を ９ と し 、 ７ を ８ と し 、 ６ を ７ と し 、 ５ を ６ と し 、 ４ を ５

と し 、 ３ を ４ と し 、 ２ を ３ と し 、 ３ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

２ 第 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 三 十 二 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 五 十 三 条 の 七 第 一 項 （ 同 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る62
場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 報 告 書 の 受 理 に 関 す る こ と 。

別 表 保 健 所 長 の 項 第 四 十 二 号 中 を と し 、 を と し 、 を25 27 24 26 23 25

と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を22 24 21 23 20 22 19 21 18 20

と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 を17 19 16 18 15 17 14 16 13 15

と し 、 を と し 、 を と し 、 を と し 、 ９ を と し 、 ８ を12 14 11 13 10 12 11 10

と し 、 ７ を ９ と し 、 ６ を ８ と し 、 ５ を ７ と し 、 ４ を ６ と し 、 ３ を ５

と し 、 ２ を ４ と し 、 １ を ３ と し 、 ３ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

１ 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 及 び 質 問 に 関 す る

こ と 。

２ 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 及 び 質 問 に 関 す る

こ と 。

別 表 こ ど も 療 育 セ ン タ ー 所 長 の 項 を 削 る 。

別 表 農 林 振 興 局 長 の 項 中 第 二 号 の 二 十 二 を 削 り 、 第 二 号 の 二 十 三

を 第 二 号 の 二 十 二 と し 、 第 二 号 の 二 十 四 か ら 第 二 号 の 三 十 二 ま で を

一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

別 表 農 業 大 学 校 長 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 農 業 大 学 校 授 業 料 の 徴 収 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 宮 崎

県 規 則 第 十 八 号 ） に よ る 次 の 事 務

１ 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

２ 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

３ 第 七 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 十 号 ２ 中 「 （ 日 南 土 木 事 務 所 、 串 間 土 木

事 務 所 、 小 林 土 木 事 務 所 、 高 岡 土 木 事 務 所 、 西 都 土 木 事 務 所 及 び 高

鍋 土 木 事 務 所 （ 以 下 こ の 号 、 第 十 九 号 、 第 二 十 六 号 及 び 第 二 十 六 号

の 二 に お い て 「 日 南 土 木 事 務 所 等 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 建 築 主

事 事 務 処 理 規 程 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 区 建 築 主 事 が 所 管 す る も

の に 限 る 。 ） 」 を 削 り 、 同 号 ５ 、 ７ 、 ９ 及 び 中 「 （ 日 南 土 木 事 務10

所 等 に あ つ て は 、 建 築 主 事 事 務 処 理 規 程 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地

区 建 築 主 事 が 所 管 す る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 十 九 号 、 及 び 中 「 （ 日 南 土 木 事 務14 15 18

所 等 に あ つ て は 、 建 築 主 事 事 務 処 理 規 程 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地

区 建 築 主 事 が 所 管 す る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 十 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 法 施 行 令 第 七 条 第 一 項

第 三 号 イ 及 び ロ の 規 定 に よ る 審 査 （ 日 向 土 木 事 務 所 に あ つ

て は 、 日 向 市 の 行 政 区 域 に 係 る も の で 建 築 基 準 法 第 六 条 第

一 項 第 四 号 に 規 定 す る 建 築 物 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 関 す

る こ と 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 二 号 の 三 中 「 第 四 十 八 条 第 一 項 」 を

「 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 二 号 の 四 ２ か ら ９ ま で の 規 定 中 「 及

び 第 六 十 二 条 」 を 「 、 第 六 十 二 条 及 び 第 六 十 四 条 」 に 改 め 、 同 号 10

中 「 第 十 一 条 第 一 項 」 の 下 に 「 （ 第 六 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 中 「 第 十 一 条 第 二 項 」 の 下 に 「 （ 第 六11

十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 か ら ま12 14

で の 規 定 中 「 第 四 十 六 条 第 二 項 」 の 下 に 「 及 び 第 六 十 四 条 」 を 加 え 、

同 号 か ら ま で の 規 定 中 「 及 び 第 六 十 二 条 」 を 「 、 第 六 十 二 条 及15 28

び 第 六 十 四 条 」 に 改 め 、 同 号 中 「 第 二 十 八 条 第 二 項 」 の 下 に 「 （29

第 六 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 中 「30

第 二 十 八 条 第 三 項 」 の 下 に 「 （ 第 六 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 中 「 第 二 十 九 条 第 四 項 」 の 下 に 「 （ 第 六31

十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 中 「 第 二32

十 九 条 第 六 項 」 の 下 に 「 （ 第 六 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） 」 を 加 え 、 同 号 中 「 第 五 十 五 条 」 の 下 に 「 及 び 第 六 十 四 条 」 を33

加 え 、 同 号 か ら ま で の 規 定 中 「 及 び 第 六 十 二 条 」 を 「 、 第 六 十34 38

二 条 及 び 第 六 十 四 条 」 に 改 め 、 同 号 中 「 第 六 十 八 条 第 一 項 」 を 「61

第 七 十 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 中 を と し 、 同 号 中 「 第 六 十 七61 62 60

条 第 二 項 」 を 「 第 六 十 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 号 中 を と し 、 同60 61

号 中 「 第 六 十 七 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号59
中 を と し 、 同 号 中 「 第 六 十 六 条 」 を 「 第 六 十 八 条 」 に 改 め 、59 60 58

同 号 中 を と し 、 同 号 中 「 第 六 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 七 条58 59 57
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宮 崎 県 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 四 十 年 訓 令 甲 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 出 納 長 」 を 「 会 計 管 理 者 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 中 「 出 納 長 」 を 「 会 計 管 理 者 」

に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 「 本 部 長 及 び 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 局 長 」 を

「 本 部 長 ） 及 び 会 計 管 理 者 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 第 二 百 六 十 三

条 第 五 項 」 を 「 第 二 百 六 十 三 条 第 四 項 」 に 改 め 、 同 条 第 六 号 中 「 第

二 百 六 十 三 条 第 七 項 」 を 「 第 二 百 六 十 三 条 第 六 項 」 に 改 め 、 同 条 第

七 号 中 「 第 二 百 六 十 三 条 第 九 項 」 を 「 第 二 百 六 十 三 条 第 八 項 」 に 改

め 、 同 条 第 十 三 号 中 「 （ 福 岡 事 務 所 次 長 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。

第 五 条 第 九 項 中 「 、 事 務 局 次 長 及 び 主 務 課 長 」 を 「 及 び 総 務 課 長 」

に 改 め る 。

第 十 条 第 六 項 中 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 順 序 に よ り 、 当 該 各 号 に 掲 げ

る 者 」 を 「 看 護 大 学 総 務 課 長 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 り 、 同 条 第 八

項 中 「 出 納 長 」 を 「 会 計 管 理 者 」 に 、 「 出 納 事 務 局 長 」 を 「 会 計 管

理 局 次 長 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 中 「 出 納 長 」 を 「 会 計 管 理 者 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 付 表 第 十 三 号 中 「 第 六 条 第 一 項 」 を 「 第 六 条 」 に 改 め

る 。
別 表 第 二 職 員 の 服 務 等 に 関 す る 事 務 の 項 中

「

を
」

「

に 改 め

」

る 。
別 表 第 二 財 務 等 に 関 す る 事 務 の 項 中

「

を
」

「

に 改 め

」

る 。
別 表 第 二 の 付 表 中 「 」 を

「

」
に 改 め る 。

別 表 第 三 （ そ の 一 ） 人 事 課 の 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 九 号 を 削

る 。
別 表 第 三 （ そ の 一 ） 職 員 厚 生 課 の 項 を 削 る 。

別 表 第 三 （ そ の 一 ） 財 政 課 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

予 算 執 行 伺 及 び 支 出 負 担 行 為 に 関 す る こ と 。 た だ し 、 支 出 負10
担 行 為 に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。

ア 報 酬 （ 専 門 委 員 等 の 報 酬 の 額 及 び 相 当 す る と み な さ れ る 職

務 の 級 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 県 規 則 第 四 十 四 号 ）

に お い て 規 定 す る そ の 他 の 非 常 勤 職 員 に 係 る も の に 限 る 。 ）

イ 給 料

ウ 職 員 手 当 （ 児 童 手 当 に あ つ て は 、 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管

に 属 す る も の に 限 る 。 ）

エ 共 済 費 （ 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ）

オ 賃 金 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 臨 時 的

任 用 職 員 に 係 る も の で あ つ て 、 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属

す る も の に 限 る 。 ）

カ 旅 費 （ 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ）

キ 物 品 の 購 入 （ 物 品 の 購 入 等 の 事 務 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 年

宮 崎 県 規 則 第 三 十 五 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 物 品 の 購 入 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） で 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属 す る も の

支 出 命 令 に 関 す る こ と 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。11
ア 報 酬 （ 専 門 委 員 等 の 報 酬 の 額 及 び 相 当 す る と み な さ れ る 職

務 の 級 を 定 め る 規 則 に お い て 規 定 す る そ の 他 の 非 常 勤 職 員 に

係 る も の に 限 る 。 ）

イ 給 料

ウ 職 員 手 当 （ 児 童 手 当 に あ つ て は 、 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管

に 属 す る も の に 限 る 。 ）

エ 共 済 費 （ 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ）

オ 賃 金 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 臨 時 的

任 用 職 員 に 係 る も の で あ つ て 、 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属

す る も の に 限 る 。 ）

カ 旅 費 （ 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ）

キ 物 品 の 購 入 （ 総 務 事 務 セ ン タ ー の 主 管 に 属 す る も の に 限 る 。

）

○

専 決 区 分

は 、 付 表 に

掲 げ る と こ

ろ に よ る 。

第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 中 を と し 、 同 号 中 「 第 六 十 四 条 」 を 「57 58 56

第 六 十 六 条 」 に 改 め 、 同 号 中 を と し 、 の 前 に 次 の よ う に 加 え56 57 57

る 。

第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 公 募 に 関 す る こ と 。56
別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 二 号 の 五 ８ 中 「 第 四 十 四 条 第 二 項 」

を 「 第 四 十 五 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 六 号 ６ 、 ７ 、 ９ 及 び 中 「 （ 日 南 土11

木 事 務 所 等 の 所 管 区 域 に あ つ て は 、 建 築 主 事 事 務 処 理 規 程 第 二 条 第

二 項 に 規 定 す る 地 区 建 築 主 事 が 所 管 す る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 六 号 の 二 ７ 中 「 （ 日 南 土 木 事 務 所 等

の 所 管 区 域 内 に あ る 建 築 物 に あ つ て は 、 建 築 主 事 事 務 処 理 規 程 第 二

条 第 二 項 に 規 定 す る 地 区 建 築 主 事 が 所 管 す る も の に 限 る 。 ） 」 を 削

る 。
別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 八 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

９ 第 六 十 八 条 の 六 十 九 第 三 項 第 五 号 イ に 規 定 す る 優 良 な

宅 地 の 供 給 に 寄 与 す る も の で あ る こ と の 認 定 に 関 す る こ

と 。
第 六 十 八 条 の 六 十 九 第 三 項 第 六 号 に 規 定 す る 優 良 な 住10

宅 の 供 給 に 寄 与 す る も の で あ る こ と の 認 定 に 関 す る こ と 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 表 の 付 表 第 八 号 及 び 第 九 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 み や ざ き エ コ 農 業 推 進 事 業 エ コ フ ァ ー マ ー 認 定 支 援 事 業

補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 十 八 年 六 月 一 日 定 め ） に 基 づ く 補 助

金
九 宮 崎 県 環 境 保 全 型 農 業 関 係 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 十

八 年 六 月 二 十 七 日 定 め ） に 基 づ く 補 助 金

別 表 の 付 表 第 十 四 号 中 「 、 新 対 策 移 行 円 滑 化 対 策 事 業 、 産 地 づ く

り 支 援 対 策 事 業 、 地 域 水 田 農 業 確 立 条 件 整 備 事 業 」 及 び 「 、 園 芸 み

や ざ き 産 地 強 化 緊 急 対 策 事 業 」 を 削 り 、 「 「 み や ざ き の 花 」 ブ ラ ン

ド 産 地 育 成 対 策 事 業 」 の 下 に 「 、 今 だ ！ ラ ナ ン キ ュ ラ ス 日 本 一 産 地

づ く り 事 業 」 を 加 え 、 「 、 み や ざ き の 果 樹 ト ッ プ ブ ラ ン ド 確 立 対 策

事 業 」 を 削 る 。

別 表 の 付 表 第 三 十 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 六 国 土 保 全 山 村 集 落 生 活 環 境 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱

（ 平 成 十 八 年 五 月 二 十 六 日 定 め ） に 基 づ く 補 助 金

別 表 の 付 表 中 第 三 十 七 号 を 削 り 、 第 三 十 八 号 を 第 三 十 七 号 と し 、

同 表 第 三 十 九 号 中 「 、 福 利 厚 生 施 設 等 整 備 事 業 」 を 削 り 、 同 号 を 同

表 第 三 十 八 号 と し 、 同 表 中 第 四 十 号 を 第 三 十 九 号 と し 、 第 四 十 一 号

か ら 第 四 十 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 五 十 号 を 削 り 、 第 五 十

一 号 を 第 四 十 九 号 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 甲 第 九 号

本 庁

各 出 先 機 関

建 設 技 術

セ ン タ ー

所 長

一 産 業 開 発 青 年 隊 授 業 料 の 徴 収 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年

宮 崎 県 規 則 第 二 十 号 ） に よ る 次 の 事 務

１ 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

２ 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

訓 令訓 令 甲甲

５ 課 員 の 時 間 外 勤 務 命 令 及 び 休 日 勤 務 命 令 に 関 す る こ と 。

６ 職 員 の 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 及 び 児

童 手 当 の 認 定 に 関 す る こ と 。

７ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二

条 第 二 項 に 規 定 す る 職 員 の 臨 時 的 任 用 に 関 す る こ と 。

８ 公 用 自 動 車 の 使 用 承 認 に 関 す る こ と 。

○

○
○

○

５ 課 員 の 時 間 外 勤 務 命 令 及 び 休 日 勤 務 命 令 に 関 す る こ と 。

６ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二

条 第 二 項 に 規 定 す る 職 員 の 臨 時 的 任 用 に 関 す る こ と 。

７ 公 用 自 動 車 の 使 用 承 認 に 関 す る こ と 。

○

○
○

予 算 執 行 伺 及 び 支 出 負 担 行 為 に 関 す る こ と （ 支 出 負 担 行 為 に10
あ つ て は 、 物 品 の 購 入 （ 物 品 の 購 入 等 の 事 務 に 関 す る 規 則 （ 平

成 十 年 宮 崎 県 規 則 第 三 十 五 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 物 品 の 購 入 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る も の を 除 く 。 ） 。

支 出 命 令 に 関 す る こ と （ 給 料 、 職 員 手 当 、 退 職 手 当 、 共 済 費11
及 び 物 品 の 購 入 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。

○

専 決 区 分

は 、 付 表 に

掲 げ る と こ

ろ に よ る 。

職 員 手 当 （ 児 童 手 当 の み 。 ）

職 員 手 当

共 済 費
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別 表 第 三 （ そ の 一 ） 健 康 増 進 課 の 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 一 号

中 「 結 核 予 防 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 九 十 六 号 ） 及 び ら い 予 防 法 の

、 、

廃 止 に 関 す る 法 律 （ 平 成 八 年 法 律 第 二 十 八 号 ） 」 を 「 ら い 予 防 法 の

、 、

廃 止 に 関 す る 法 律 （ 平 成 八 年 法 律 第 二 十 八 号 ） 及 び 障 害 者 自 立 支 援

法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 」 に 改 め 、 「 小 児 慢 性 特 定 疾 患

医 療 費 、 」 を 削 り 、 同 欄 第 三 号 中 「 結 核 予 防 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 」 を 「 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対

す る 医 療 に 関 す る 法 律 第 六 条 第 十 五 項 の 規 定 に よ る 結 核 指 定 医 療 機

関 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 （ そ の 一 ） 都 市 計 画 課 の 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 に 次 の

一 号 を 加 え る 。

二 宮 崎 県 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成 五 年 宮 崎 県

条 例 第 十 三 号 ） に よ る 次 の 事 務

１ 第 三 十 三 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 登

録 に 関 す る こ と 。

２ 第 三 十 三 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 登

録 に 関 す る こ と 。

３ 第 三 十 三 条 の 八 の 規 定 に よ る 登 録 の 抹

消 に 関 す る こ と 。

別 表 第 三 （ そ の 一 ） 建 築 住 宅 課 の 項 部 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 一 号

中 「 住 宅 金 融 公 庫 」 を 「 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 」 に 改 め 、

同 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 七 号 中 か ら ま で を 削 り 、 同 欄 中 第16 18

八 号 か ら 第 十 号 ま で を 削 り 、 第 十 一 号 を 第 八 号 と す る 。

別 表 第 三 （ そ の 一 ） 物 品 管 理 課 の 項 を 削 る 。

別 表 第 三 （ そ の 二 ） 人 事 課 の 項 担 当 リ ー ダ ー 特 定 専 決 事 項 の 欄 第

一 号 中 「 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 県 規 則 第 四 十 四 号 ） 」 を 削 る 。

別 表 第 五 西 臼 杵 支 庁 の 項 第 一 号 の 二 ６ 中 「 第 八 十 七 条 の 二 第 四 項 」

を 「 第 八 十 七 条 の 二 第 六 項 」 に 改 め 、 同 号 ７ か ら ９ ま で 及 び 同 項 第

六 号 ２ カ 中 「 第 八 十 七 条 の 二 第 六 項 」 を 「 第 八 十 七 条 の 二 第 十 項 」

に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 四 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 三 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 許 可 の 更 新 に 関 す る こ と 。

別 表 第 五 保 健 所 の 項 中 第 三 号 及 び 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 三 号

と し 、 第 六 号 か ら 第 八 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

別 表 第 五 農 林 振 興 局 の 項 第 一 号 の 三 ６ 中 「 第 八 十 七 条 の 二 第 四 項 」

を 「 第 八 十 七 条 の 二 第 六 項 」 に 改 め 、 同 号 ７ か ら ９ ま で の 規 定 中 「

第 八 十 七 条 の 二 第 六 項 」 を 「 第 八 十 七 条 の 二 第 十 項 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 総 合 農 業 試 験 場 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

農 業 大 学 校

一 農 業 大 学 校 授 業 料 の 徴 収 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 宮 崎

県 規 則 第 十 八 号 ） に よ る 次 の 事 務

１ 第 三 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 授 業 料 の 免 除 に 関 す

る こ と 。

２ 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 授 業 料 の 還 付 に 関 す る こ と 。

３ 第 八 条 の 規 定 に よ る 授 業 料 の 免 除 の 取 消 し に 関 す る こ

と 。

別 表 第 五 土 木 事 務 所 の 項 第 三 号 ２ カ 中 「 第 八 十 七 条 の 二 第 六 項 」

を 「 第 八 十 七 条 の 二 第 十 項 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 五 建 設 業 法 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 更 新 に 関 す

る こ と 。

別 表 第 五 土 木 事 務 所 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

建 設 技 術 セ ン タ ー

一 産 業 開 発 青 年 隊 授 業 料 の 徴 収 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年

宮 崎 県 規 則 第 二 十 号 ） に よ る 次 の 事 務

１ 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 授 業 料 の 免 除 に 関 す

る こ と 。

２ 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 授 業 料 の 還 付 に 関 す る こ と 。

３ 第 九 条 の 規 定 に よ る 授 業 料 の 免 除 の 取 消 し に 関 す る こ

と 。

別 表 第 七 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 七 の 二 （ 第 五 条 関 係 ）

看 護 大 学 事 務 看 護 大 学 学 生 看 護 大 学 附 属 看 護 大 学 総 務

局 長 専 決 事 項 部 長 専 決 事 項 図 書 館 長 専 決 課 長 専 決 事 項

事 項

一 職 員 （ 学 一 学 生 の 健 一 図 書 、 雑 一 職 員 の 扶

長 、 副 学 長 、 康 管 理 に 関 誌 、 標 本 等 養 手 当 、 住

学 生 部 長 、 す る こ と 。 の 収 集 、 保 居 手 当 、 通

附 属 図 書 館 二 学 生 の 就 管 、 閲 覧 及 勤 手 当 、 単

長 、 教 授 、 職 に 関 す る び 貸 出 し に 身 赴 任 手 当

准 教 授 、 講 こ と 。 関 す る こ と 。 及 び 児 童 手

師 、 助 教 、 三 学 生 の 課 二 図 書 目 録 当 の 認 定 に

助 手 及 び 事 外 活 動 に 関 の 編 集 及 び 関 す る こ と 。

務 局 長 を 除 す る こ と 。 保 管 に 関 す 二 公 用 自 動

く 。 ） の 休 四 そ の 他 学 る こ と 。 車 の 使 用 承

暇 の 承 認 及 生 の 厚 生 補 三 書 庫 及 び 認 に 関 す る

び 出 張 に 関 導 に 係 る 軽 閲 覧 室 の 管 こ と 。

す る こ と 。 易 な 事 項 の 理 に 関 す る 三 照 会 、 回

二 職 員 （ 学 処 理 に 関 す こ と 。 答 、 調 査 、

長 、 副 学 長 、 る こ と 。 四 そ の 他 附 督 促 等 に 関

学 生 部 長 、 属 図 書 館 に す る こ と （

附 属 図 書 館 係 る 軽 易 な 定 例 的 又 は

長 、 教 授 、 事 項 の 処 理 軽 易 な も の

准 教 授 、 講 に 関 す る こ に 限 る 。 ） 。

師 、 助 教 、 と 。 四 許 可 証 、

助 手 及 び 事 免 許 証 、 登

務 局 長 を 除 録 証 、 検 査

く 。 ） の 時 証 、 合 格 証 、

間 外 勤 務 命 鑑 札 等 の 再

令 及 び 休 日 交 付 、 書 換

勤 務 命 令 に え 及 び 返 納

関 す る こ と 。 処 理 に 関 す

三 そ の 他 軽 る こ と 。

易 な 事 項 の 五 事 実 の 証

処 理 に 関 す 明 に 関 す る

る こ と 。 こ と 。

六 そ の 他 軽

易 か つ 定 例

的 な 事 務 の

処 理 に 関 す

る こ と 。

別 表 第 九 東 京 事 務 所 の 項 中 「 総 務 課 長 」 を 「 課 長 （ 総 務 担 当 ） 」

に 改 め る 。

総 務 事

務 セ ン

タ ー

一 恩 給 、 退 職 年 金 及

び 退 職 一 時 金 の 裁 定

に 関 す る こ と 。

一 一 件 六 百 万 円 以 上 の 物 品 の 購

入 に 係 る 支 出 負 担 行 為 に 関 す る

こ と 。

一 給 料 、 職 員 手 当 、 共 済 費 、 賃 金 及 び 旅 費

の 支 出 負 担 行 為 及 び 支 出 命 令 に 関 す る こ と 。

二 物 品 の 受 払 通 知 に 関 す る こ と 。

三 生 産 物 の 処 分 に 関 す る こ と （ 別 に 指 定 し

た も の を 除 く 。 ） 。

四 不 用 品 の 処 分 に 関 す る こ と 。

五 物 品 の 購 入 に 係 る 支 出 負 担 行 為 及 び 支 出

命 令 に 関 す る 次 の 事 務

１ 一 件 六 百 万 円 未 満 の 物 品 の 購 入 に 係 る

支 出 負 担 行 為 に 関 す る こ と 。

２ 物 品 の 購 入 に 係 る 支 出 命 令 に 関 す る こ

と 。

六 乗 用 自 動 車 の 管 理 及 び 使 用 に 関 す る こ と

（ 別 に 指 定 す る も の を 除 く 。 ） 。

一 職 員 の 扶

養 手 当 、 住

居 手 当 、 通

勤 手 当 、 単

身 赴 任 手 当

及 び 児 童 手

当 の 認 定 に

関 す る こ と 。
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別 表 第 九 福 岡 事 務 所 の 項 中 「 次 長 （ 当 該 次 長 」 を 「 課 長 （ 当 該 課

長 」 に 改 め る 。

別 表 第 九 大 阪 事 務 所 の 項 中 「 物 産 観 光 課 長 」 を 「 課 長 （ 企 画 広 報

担 当 ） 」 に 改 め る 。

別 表 第 九 優 良 家 畜 受 精 卵 総 合 セ ン タ ー の 項 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 労 働 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に

公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 甲 第 十 号

本 庁

労 働 委 員 会 事 務 局

宮 崎 県 労 働 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 労 働 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 平 成 二 年 訓 令 甲 第 一 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 三 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と す る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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